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連結経営指標等 

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第57期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であ

り、また、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第58期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

前第３四半期
連結累計期間

第58期
当第３四半期
連結累計期間

第57期
前第３四半期
連結会計期間

第58期 
当第３四半期 
連結会計期間

第57期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自 平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自 平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年 
    10月１日 
至  平成21年 
    12月31日

自 平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 187,559 134,127 54,630 54,205 221,498

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 2,197 4,679 △1,350 3,315 △291

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △250 2,540 △1,760 2,165 △3,704

純資産額 (百万円) ― ― 45,331 43,932 41,352

総資産額 (百万円) ― ― 98,692 91,198 78,407

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,339.67 1,304.98 1,234.10

１株当たり四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△)

(円) △8.07 81.84 △56.72 69.74 △119.32

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 42.1 44.4 48.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,730 6,339 ― ― 2,599

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,830 △538 ― ― △3,171

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 119 △2,427 ― ― △326

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 13,821 12,817 9,941

従業員数 (人) ― ― 5,627 5,068 5,689
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当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成21年12月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。  

  

平成21年12月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(人) 5,068

(2) 提出会社の状況

従業員数(人) 1,289
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当第３四半期連結会計期間における自動車座席事業等について、その品目別に区分すると、次のとおりでありま

す。なお、不動産関連事業については「その他」の項目に含めております。  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

 (1) 生産実績

品目 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

自動車座席

乗用車

座席完成品 50,101 1.1

座席部品 496 △25.1

トラック・ 
バス

座席完成品 738 △49.2

座席部品 96 35.8

その他 1,815 90.9

その他 828 △39.5

合計 54,076 0.1

 (2) 受注状況

品目
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(百万円)

前年同四半期比
(％)

自動車座席

乗用車

座席完成品 51,177 114.9 39,061 28.3

座席部品 98 △72.5 753 △50.4

トラック・ 
バス

座席完成品 765 601.7 848 12.5

座席部品 61 ― 70 △27.8

その他 2,736 ― 3,082 80.1

その他 960 △16.5 415 △47.7

合計 55,799 119.4 44,231 25.2
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(注) １ 金額は販売価格によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 主な相手先別販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合 

 
(注) 前第３四半期連結会計期間のトヨタ紡織株式会社、日産自動車株式会社につきましては、当該割合が100

分の10未満のため記載を省略しております。なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はなく、

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

当第３四半期連結会計期間の経済環境につきましては、各国政府による景気刺激策の効果等により、中国など一

部の新興国では内需を中心に景気は回復してきているものの、先進諸国においては、依然として厳しい雇用環境が

景気低迷を長引かせるなど、全般的には景気回復感に乏しい状況で推移しました。 

  当社グループの属する自動車業界におきましても、自動車需要は、中国・インドでは回復から拡大基調へと好転

してきましたが、先進諸国においては回復基調にはあるものの、本格的な需要回復までは至っておらず、更に国内

では不安定な為替環境が企業業績に大きな影響を与えるなど、依然として厳しい状況となりました。 

  このような経営環境のもと、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、自動車座席の販売は本格的な回

復には至っていないものの、回復基調で推移したことから、売上高は542億5百万円（前年同四半期比0.8％減）とな

りました。利益面につきましては、事業基盤再構築の効果や徹底した費用削減等により、営業利益は24億4千6百万

円（前年同四半期は営業損失 3億4千万円）、経常利益は33億1千5百万円（前年同四半期は経常損失 13億5千万

円）、四半期純利益は21億6千5百万円（前年同四半期は四半期純損失 17億6千万円）と、いずれも前年同四半期に

比べ回復しました。 
  

 (3) 販売実績

品目 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

自動車座席

乗用車

座席完成品 50,168 0.7

座席部品 448 △52.2

トラック・ 
バス

座席完成品 739 △48.7

座席部品 106 42.5

その他 1,897 94.9

その他 844 △38.7

合計 54,205 △0.8

相手先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

本田技研工業株式会社 12,912 23.6 7,551 13.9

トヨタ紡織株式会社 ― ― 7,347 13.6

日産自動車株式会社 ― ― 6,787 12.5

ホンダ オブ アメリカ  
マニュファクチュアリングINC．

6,381 11.7 6,424 11.9

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析
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事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ①自動車座席事業等 

売上高は540億5千4百万円（前年同四半期比0.8％減）、営業利益は25億4千5百万円（前年同四半期は営業

損失1億9千7百万円）となりました。 
  

  ②不動産関連事業 

保有資産の有効活用と安定した収益の確保を目的に、当社において不動産賃貸事業を行っております。売

上高は1億5千1百万円、営業利益は9千万円（前年同四半期比6.3％増）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ①日    本 

自動車座席の販売回復により、売上高は324億2千3百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。営業

利益につきましては、事業基盤再構築の効果や徹底した費用削減等により15億8千1百万円（前年同四半期の

営業利益4百万円）となりました。 
  

  ②米    国 

売上高は101億7千4百万円（前年同四半期比14.2％減）となりましたが、付加価値改善活動等の各種合理

化努力により、営業利益は4億4千万円（前年同四半期比887.5％増）となりました。 
  

  ③カ ナ ダ 

売上高は24億8千5百万円（前年同四半期比1.2％減）となりましたが、生産拠点再編の効果により営業利

益は1億2千5百万円（前年同四半期は営業損失4億2千7百万円）となりました。 
  

  ④メキシコ 

為替変動の影響等により、売上高は47億6千5百万円（前年同四半期比32.9％減）、営業利益は5百万円

（前年同四半期比91.6％減）となりました。 
  

  ⑤フランス 

売上高は1億5千5百万円（前年同四半期比2.1％減）、営業損失は1千6百万円（前年同四半期の営業損失 1

千9百万円）となりました。 
  

  ⑥中    国 

中国での自動車市場拡大に支えられ、売上高は42億円（前年同四半期比37.9％増）、営業利益は4億9千万

円（前年同四半期比127.2％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は911億9千8百万円と前連結会計年度末に比べ127億9千万円増加しており

ます。これは主に、受取手形及び売掛金が130億7千2百万円増加したことによるものであります。 

  負債合計は、472億6千6百万円と前連結会計年度末に比べ102億1千1百万円増加しております。これは主に、支払

手形及び買掛金が129億3千8百万円増加したことによるものであります。 

  純資産合計は、439億3千2百万円と前連結会計年度末に比べ25億7千9百万円増加しております。これは主に、四半

期純利益25億4千万円の計上によるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、128億1千7百万円と第

２四半期連結会計期間末に比べ43億9千8百万円増加しました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、59億8千3百万円であり、前年同四半期と比べ7億1千7百万円の減少となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期に比べ52億4百万円増加したものの、持分法によ

る投資損益の増減により11億7千6百万円、売上債権及び仕入債務の増減により24億7千9百万円、たな卸資産の増

減により9億1千7百万円、それぞれ前年同四半期に比べ資金が減少したことによるものであります。 
  

(2) 財政状態の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は、3億7千1百万円であり、前年同四半期と比べ20億1千7百万円増加しました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少4億2千9百万円、有形固定資産の売却による収入の増加1億6

百万円、貸付金の回収等によりその他の項目が12億9千9百万円増加したことによるものであります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、18億2千5百万円であり、前年同四半期と比べ28億5千8百万円増加しました。

これは主に、短期借入金の純増減額が前年同四半期の14億8千1百万円の調達から、当第３四半期連結会計期間は

15億1千3百万円の返済に転じたことによるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であること

が必要であると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社

の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。 

  もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の

利益に資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行

為の目的が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実

上強要する恐れのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するため

の十分な時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定さ

れます。 

  当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な

措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。 

  

②当社の財産の有用な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

Ⅰ．当社の企業価値の源泉 

  『優れたシートはキャビンの主役』 

  当社は、このシートへの想いを形にし、車社会へ貢献することで、企業の社会的責任を果たしてきておりま

す。この想いを原点に、自動車シートの主要メーカーとして、企業価値を安定的かつ持続的に向上させること

により、株主等ステークホルダーの皆様に貢献してまいりたいと考えております。 

  当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引きいただいてお

ります。このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。国内における自動車

メーカーと自動車シートメーカーとの取引関係は特定されているのが一般的であり、当社は極めてユニークな

存在であります。今後とも、このビジネスの強みを安定的に維持、発展していくためには、特定の企業グルー

プにくみすることなく、当社の独自性に基づく自主自立の企業環境を継続していくことが前提となります。 

  現在、当社は長期の事業目標を実現するために、中期事業計画の実行を通して、事業形態をグローバル化

し、企業価値の向上を目指しております。この実行に当たっては、ビジネスの拡大が前提条件となり、そのた

めにも当社の独自性を維持することが不可欠であります。 

  

Ⅱ．企業価値向上のための取組み 

  当社が関連する国内の自動車業界におきましては、市場も一段と成熟化が進み、今後生産量の大幅な増加は

期待できない環境下にあります。これに伴い、自動車シート業界におきましても、この環境変化に対応した変

革が求められております。すなわち、自ずと国内市場だけでは限界があり、海外市場への展開が喫緊の課題と

なっております。当社は、このような厳しい経営環境の下で、更なる企業価値の向上を目指した長期の事業目

標として『ビジョン２０１０』を策定し、平成22年（2010年）度までに、海外市場に対応できる企業を目指し

ております。 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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『ビジョン２０１０』で策定した事業目標は次のとおりです。 

 ・世界の主要拠点で、開発から生産まで一貫した事業展開をすること 

 ・技術開発力で、業界トップクラスの評価を受けること 

 ・世界市場で優位に立つために必要な事業規模（世界シェア５％）になること 

 ・グローバルで対応ができる事業体質をもつこと 

  また、新たな経営理念として『私たちは技術の創造を通じて、世界のお客様に信頼と感動を与える商品を提

供し、社会に貢献する』を掲げて、世界トップレベルの自動車シートメーカーを目指しています。  

具体的には、平成22年度までの長期目標を実現するために、前期中期事業計画（平成17年度～平成19年度）と

後期中期事業計画（平成20年度～平成22年度）の２段階で達成することにしています。  

  まず、前期中期事業計画では、次の施策を展開してまいりました。 

・開発拠点としては、日本を基軸にしつつ、更に北米地域を拡充し、新たに欧州地域においても基盤を整

備しております。 

・事業拠点では、従来の事業に加えて、カナダ事業参入を皮切りに、米国テネシー州に事業拠点を新設す

ると共に、メキシコ事業も拡充してまいりました。中国では、新たに広州地区に３事業を新設しており

ます。また、欧州では、英国で新規事業を開始しております。 

この前期中期事業計画を実施することで、グローバル企業への足固めをしてまいりました。 

後期中期事業計画では、事業の継続した安定と拡大を図りグローバルシートメーカーの仲間入りを果たしたい

と考えております。そのため、次の施策を展開しております。 

・開発拠点としては、本格化する中国の研究開発に万全の体制を整えるため、中国福建省福州市に開発拠

点を新設し、日米欧中での相互補完体制を構築してまいります。更に、より高度な安全性能の要求に対

応するため、青梅地区にアドバンスト・テクノロジー・センターを開設し、最新鋭の衝突試験機等の実

験設備を導入いたしました。 

・事業拠点では、アジア地域への事業拡大を図る一環として、中国湖北省武漢市において新たに事業を展

開しております。 

・事業の選択と集中の一環として、国内では事業所の統合（湘南地区）、海外では不採算事業（スクール

バス事業）からの撤退を実施してまいりました。 

・市場の多様化するニーズ（軽量化・標準化・低コスト化）にお応えするため、環境と安全に特化した製

品の提案を積極的に実施し、商品化されております。 

  一方、平成20年９月のリーマンショックに端を発した世界規模での景気悪化は、自動車業界にも大きな影響

を及ぼし、当社の主要顧客である日系自動車メーカーも大幅な減産を余儀なくされました。当社は、この急激

な環境変化に対応するため、堅固な企業体質構築に向けた新たな取組みを実施しております。 

  具体的には、市場拡大を前提として策定した『ビジョン２０１０』を見直し、新たなグループビジョンとし

て『Challenge１５』を策定しました。新ビジョンでは、「事業体質の変革」「意識・行動の変革」「存在感

のある会社への変革」にチャレンジしていくこととし、「業界№１品質の確保」と競争力ある技術開発力・モ

ノづくり力・調達力を背景とした「収益向上」の２つを目標に掲げ、この目標達成に向けた活動を確実かつス

ピーディーに実行し、事業体質の転換を図り業績の向上に努めてまいります。 

  当社は、これらの諸施策を着実に実行し、競争力を更に高めていくことで、グローバルシートメーカーの仲

間入りを果たしたいと考えております。 

  

Ⅲ．コーポレート・ガバナンスについて 

  当社は、経営の透明性と効率性の向上を図り、企業価値の最大化に努め、株主をはじめとするステークホル

ダーの皆様の期待に応えることをコーポレート・ガバナンスの基軸として、事業を推進しております。 

  また、これらを実践し社会から信頼される企業であり続けるため、倫理委員会やコンプライアンス委員会の

設置、更には社内通報制度の導入を行い、社内体制の整備と強化を図ると共にコーポレート・ガバナンスのよ

り一層の充実を図っております。 

  取締役の任期は、経営責任の明確化と経営環境の変化に応じて最適な経営体制を機動的に構築するために、

１年としております。 

  当社取締役会は、取締役９名（うち社外取締役１名）で構成され、法令・定款で定められた事項のほか、経

営に関する重要事項について決定すると共に、業務執行の監督を行っています。また、取締役会の下部機関と

して、最高執行責任者以下執行役員全員で構成する執行役員会を設置し、取締役会決議事項を除く重要な事項

の決定、重要事項の審議及び報告を行っております。 

  当社監査役会は、監査役４名（うち社外監査役２名）で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方

針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、職務執行状況の聴取、重要な決裁書類

等の閲覧、事業所での調査等を通じて取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財産の状況等について

監査を実施しております。 
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するための取組み 

  当社は、平成21年５月14日開催の取締役会において、平成21年６月26日開催の第57回定時株主総会における株

主様のご承認を条件に、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の導入

を決議し、本プランは同総会において承認されました。 

  

Ⅰ．本プランの導入目的 

  当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び

投資家の皆様において、買収提案等に応じるか否かについての適切な判断を行うために必要かつ十分な情報及

び時間並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを導入することと

いたしました。 

  本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定する

と共に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生す

る可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 

  

Ⅱ．本プランの概要 

(ア) 本プランにおける手続 

  本プランにおける各手続の具体的内容は、以下のとおりです。 

(a) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為等 

  本プランは以下のⅰ．又はⅱ．に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社

取締役会が承認した行為を除きます。以下「大規模買付行為」といいます。）がなされ、又はなされよう

とする場合を対抗措置発動の適用対象とし、大規模買付行為を行い、又は行おうとする者（以下「買付者

等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。 

ⅰ．当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け 

ⅱ．当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係

者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

(b) 意向表明書の事前提出 

  買付者等は、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為

に際して本プランに定める手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を遵守する旨の誓約文言等を

日本語によって記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により、当社取締

役会に対し提出していただきます。なお、当社は、買付者等から意向表明書が提出された場合、当社取締

役会が株主様において買付者等及び大規模買付行為が株主共同の利益に適うか否かの判断に資すると判断

した事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に則り適時適切に開示いたします。 

  意向表明書に記載していただく具体的な記載事項は、以下のとおりです。 

ⅰ．買付者等の概要 

  1) 氏名又は名称及び住所又は本店、事務所等の所在地 

  2) 代表者の役職及び氏名 

  3) 会社等の目的及び事業の内容 

  4) 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要 

  5) 国内連絡先 

  6) 設立準拠法 

ⅱ．誓約文言 

  法令等及び大規模買付ルールを遵守する旨の誓約文言 

ⅲ．当社の株式等の保有及び取引状況 

買付者等が現に保有する当社の株式等の数及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

株式等の取引状況 

ⅳ．買付者等が提案する大規模買付行為の概要 

買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数並びに大規模買付行為

の目的として支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為の後の当社

の株式等の第三者への譲渡又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容（目

的が複数ある場合には、全部を記載） 

(c) 買付者等からの必要かつ十分な情報の提供 

  上記(b)の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等は、以下の手順に従い、当社取締役会に

対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」

といいます。）を提供していただきます。 
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まず、当社取締役会は、意向表明書が当社取締役会に届いた日から10営業日以内に、買付者等に対し

て、原則として下記ⅰ．ないしxi．に記載する事項を含む当初提出していただくべき情報を記載した情報

リストを上記(b)ⅰ．5)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って大規模

買付行為に関する情報を当社取締役会に提出していただきます。 

  また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らし

て、株主及び投資家の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切にご判断されるため、又は当

社取締役会及び特別委員会において当該大規模買付行為の評価・検討等のために不十分であると当社取締

役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していた

だきます。  

  当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要

その他の情報のうち株主及び投資家の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かのご判断に必要であ

ると認められる情報については、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に則り適時適切に開示いたしま

す。 

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨

を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）すると共に、速やかにその旨を適用ある法

令等及び金融商品取引所規則に則り適時適切に開示いたします。  

なお、本必要情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は、利用する手段方法を問わず日

本語に限るものとします。 

ⅰ．買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職

歴等を含みます。） 

ⅱ．大規模買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容（経

営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取

引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付

行為の方法の適法性を含みます。） 

ⅲ．大規模買付行為の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模

買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意

見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定する

に至った経緯を含みます。） 

ⅳ．大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達

方法及び関連する取引の内容を含みます。） 

ⅴ．大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内

容及び当該第三者の概要 

ⅵ．買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の

重要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契

約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

ⅶ．買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第

三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象

となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容 

ⅷ．大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

ⅸ．大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に

係る利害関係者への対応方針 

ⅹ．反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無及びこれらに対する対処方針 

xi．当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

(d) 取締役会評価期間の設定等 

  当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の

ⅰ．又はⅱ．の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間

（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。なお、いずれの期間の場合も情報提供完

了通知の発送日の翌日から起算するものとし、当社が情報提供完了の事実を開示するに当たり、ⅰ．又は

ⅱ．のいずれの期間が適用されるか（具体的な期間を含みます。）についても同時に開示します。 

ⅰ．対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 

ⅱ．その他の大規模買付行為の場合には最大90日間 

ただし、上記ⅰ．又はⅱ．いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が必要と認める場合には延

長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知

すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。なお、延長の期間は最大30日間とします。  
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  当社取締役会は、取締役会評価期間内において、本必要情報に基づき、当社の企業価値及び株主様の共

同の利益の確保・向上の観点より、大規模買付行為について評価、検討、意見形成、代替案立案及び買付

者等との交渉を行うものとします。具体的には、当社取締役会は、大規模買付行為に関する十分な評価、

検討を行った上、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通

知すると共に、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等

との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資

家の皆様に代替案を提示することもあります。 

  また、当社取締役会は、必要に応じて、適宜当社取締役会から独立した第三者たる外部専門家（フィナ

ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等、以下「外部専門家」といいます。）の助言を得るもの

とし、外部専門家費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、当社が負担するものとします。

なお、後記する特別委員会からの勧告があった場合又は特別委員会が外部専門家より助言を受けた場合で

あっても、これとは別途に当社取締役会は外部専門家より助言を受けることがあります。 

  (e) 対抗措置の発動に関する特別委員会の勧告 

  本プランの導入にあたり、当社は、大規模買付行為への対抗措置の発動等についての当社取締役会の恣

意的判断を排除し、判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、特別委員会規定に従

い、当社取締役会により適格者として選任された当社社外取締役、当社社外監査役等により構成される特

別委員会を設置します。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重すると共に、株主及び投資家の

皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。本プラン導入当初における

特別委員会委員には、社外役員の木津川迪洽氏、河合弘之氏、一法師信武氏並びに補欠監査役の木下德明

氏及び前社外監査役の宮下卓也氏の５名が就任する予定です。 

  特別委員会は、以下のとおり、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非につき勧告を行うものとし

ます。その際、特別委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされ

ることを確保するために、特別委員会は、当社の費用で、外部専門家（ただし、当社取締役会が助言を受

け、又は受ける予定の外部専門家を除きます。）の助言を得ることができるものとします。なお、特別委

員会が当社取締役会に対して以下のⅰ．からⅲ．までに定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当

該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主及び投資家の

皆様に開示いたします。 

ⅰ．買付者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合 

特別委員会は、買付者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会

に対して、対抗措置の発動を勧告するものとします。 

ⅱ．買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものと認められる場合

特別委員会は、買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、買付者等による大規模買

付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものと認められる場合には、取締役会評価期間

内において当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告します。この場合、当社取締役会は、対抗

措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記(f) に定める手続

を行うものとします。 

なお、下記に掲げる「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」のいず

れかに該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付行為は当社の企業価値・株主

共同の利益を損なうものに該当することとします。 

  

  「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」 

1) 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

当社の株式等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は

行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

2) 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当

該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断

される場合 

3) 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグ

ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行ってい

ると判断される場合 

4) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない

不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高

配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価

売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合 
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5) 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで

当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主

の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要する

恐れがあると判断される場合 

6) 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根

拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。)、違法性の有無並びに

実現可能性等を含むがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分

又は不適切なものであると判断される場合 

7) 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値を生み出す上で必

要不可欠な顧客、従業員、取引先、その他の利害関係者との関係が破壊されることが予想され

るなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げる恐れがあると判断さ

れる場合 

8) 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較に

おいて、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、劣後すると判断さ

れる場合 

9) 買付者等の経営陣又は主要株主もしくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有す

る者が含まれている場合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であ

ると合理的な根拠をもって判断される場合 

  

ⅲ．買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではないと認めら

れる場合 

特別委員会は、上記ⅰ．及びⅱ．に定める場合を除き、当社取締役会に対して対抗措置の不発動の

勧告を行うものとします。 

(f) 株主総会の開催（株主の皆様の意思確認手続） 

  当社取締役会は、特別委員会が上記(e)ⅱ．に従って対抗措置を発動すべき旨を当社取締役会に勧告し

た場合、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆様の意思を確認するために、株主総会を開催するものとし

ます。 

  この場合、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非に関

する議案を付議するものとします。 

  また、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非に関する株主総会の決議の概要、その他当社取締役会が

適切と判断する事項について、速やかに株主及び投資家の皆様に情報開示を行います。 

(g) 取締役会の決議 

  当社取締役会は、上記(e)に定める特別委員会の勧告を最大限尊重した上、当社取締役会の責任におい

て対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。上記(e)ⅰ．に従い特別委員会が対抗措置を発

動すべきと勧告した場合において、当社取締役会が当該勧告を受けて対抗措置の発動を決定した場合、大

規模買付ルールを遵守しない買付者等に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性がありま

す。なお、対抗措置の発動においては、諸般の状況を勘案した上、買付者等を不当に利することになるよ

うな経済的対価は交付しない方針です。従って、大規模買付ルールは、これを無視して大規模買付行為を

行うことのないように買付者等に事前に注意を喚起するものであります。また、上記(e)ⅲ．に従い特別

委員会が対抗措置を発動すべきでないとの勧告をした場合には、原則として不発動の決議を行うこととし

ます。 

  また、上記(f)に従い株主総会を開催した場合には、その発動の可否に関する株主の皆様の意思決定に

従い、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動

の決議を行うものとします。 

  当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項に

ついて、速やかに株主及び投資家の皆様に情報開示を行います。 

(h) 対抗措置の中止又は発動の停止 

  当社取締役会が上記(g)の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、ⅰ．買付者

等が大規模買付行為を中止した場合又はⅱ．対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等

に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相

当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき又は勧告の有

無にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止を決議するものとします。 

  当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

する事項について、株主及び投資家の皆様に情報開示を行います。 
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(i) 大規模買付行為の開始 

  買付者等は、大規模買付ルールを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決

議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。 

(イ) 本プランにおける対抗措置の具体的内容 

  当社取締役会が上記(ア)(g)に記載の決議に基づき発動する対抗措置の主な内容としては、新株予約権

（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うことを想定しています。ただし、会社法その他

の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが相当と判断される場合には当該その

他の対抗措置を用いることもあります。 

  本新株予約権の無償割当ての概要は、下記の「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりとします。

  当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(ア)(h)に記載のとおり、対

抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予

約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(ア)

(h)に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日

の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本

新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対

抗措置の発動を停止することができるものとします。 

＜新株予約権無償割当ての概要＞ 

(a) 本新株予約権の割当て総数 

  本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といい

ます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除

きます。）の２倍の数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数

とします。 

(b) 割当て対象株主 

  割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、同

時点において当社の有する当社株式を除きます。）１株につき２個を上限として、当社取締役会が本新株

予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

  本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

(d) 本新株予約権の内容 

ⅰ．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

  本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的であ

る株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権

の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において

別途定める数とします。なお、対象株式数が１株未満となる場合には、これを一括売却し、その処分

代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配します。 

ⅱ．本新株予約権の行使に際して出資される財産の額（権利行使価額) 

  当社普通株式１株当たり１円以上として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途

定める額とします。 

ⅲ．本新株予約権の譲渡制限 

  本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

ⅳ．本新株予約権の行使条件 

  1)特定大量保有者（注1)、 2）特定大量保有者の共同保有者、 3）特定大量買付者（注2)、 4）特

定大量買付者の特別関係者、もしくは 5）上記 1）から 4）までの者から本新株予約権を当社取締役

会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、 6）上記 1）から 5）までに該当する者

の関連者（注3)（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使

することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権

無償割当て決議において別途定めるものとします。 

ⅴ．当社が本新株予約権を取得できること及び取得事由 

1) 対抗措置発動としての当社による取得 

  当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新株予約権を取

得し、これと引換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができる

ものとします。 
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2) 対抗措置発動の停止の場合の無償取得 

  当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において、

当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができ

るものとします。 

  なお、これらの本新株予約権の取得事由の詳細については、本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定めるものとします。 

ⅵ．本新株予約権の行使期間その他の事項 

  当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

(注1)当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上である者、又は

これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を

取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととしま

す。 

(注2)公開買付けによって当社が発行者である株式等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け

等の後におけるその者の所有に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合

と合計して20％以上となる者、又はこれに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいま

す。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反し

ないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定め

る者は、これに該当しないこととします。 

(注3)ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配

下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、又はその者と協調して行

動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。 

(ウ) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

  本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、平成24年６月開催予定の定時

株主総会終結の時までとします。 

  ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プ

ランはその時点で廃止されるものとします。 

  当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実（法令等の改正による文言の

変更など軽微な変更は除く）及び（変更の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項につ

いて、株主及び投資家の皆様に情報開示を行います。 

  

Ⅲ．本プランの合理性 

(ア) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」において示された三原則である (a) 企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則、(b) 事前開示・株主意思の原則、(c) 必要性・相当性確保の原則の全てを充足してい

ます。 

(イ) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

  本プランは、上記Ⅰ．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行為がなされようとする際に、当

該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断され、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報を提供すると共に、妥当な期間を確保し、株主の皆様のために当社取締役会が買付者等

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるとい

う目的をもって導入されるものです。 

(ウ) 株主の皆様の意思を重視するものであること 

  本プランは、買付者等が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合に特別委員会が対抗

措置の発動を勧告する場合及び特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規

模買付行為に対する対抗措置発動の是非につき、株主総会において株主の皆様の意思を直接確認するもので

す。 

  また、上記Ⅱ．(ウ)に記載のとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主

総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止

されることになります。このように、本プランの導入、変更及び廃止に関して、株主の皆様の意思が十分反

映される仕組みを確保しています。 
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(エ) 独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示 

  当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的

判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設

置します。 

  特別委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び当社社外監査役を含む

社外有識者の中から当社取締役会により選任された者により構成されます。 

  また、当社は、必要に応じ特別委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこと

とし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保してい

ます。 

(オ) 合理的かつ客観的発動要件の設定 

  本プランは、上記Ⅱ.(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されな

いように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。 

(カ) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

  上記Ⅱ.(ウ)に記載のとおり、本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとしています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

  また、当社は取締役の任期が現在１年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一

度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

  

Ⅳ．株主及び投資家の皆様への影響 

(ア) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

  本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主

の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありませ

ん。 

  なお、上記Ⅱ.(ア)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対す

る当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意くださ

い。なお、株主及び投資家の皆様に影響を及ぼすような買付者等の動向を当社が把握した場合、当社は速や

かに情報開示を行います。 

(イ) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

  当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て

期日における株主名簿に記録された株主の皆様は、全員が、その保有する株式１株につき本新株予約権２個

を上限とした割合で、本新株予約権を無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無

償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、

保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的

権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

  ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何

らかの影響が生じる場合があります。 

  なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記Ⅱ.(ア)(h)に記載

の手続等に従い、当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の

株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定

した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合

には、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株

式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価

の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

  また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買

付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外

の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想

定しておりません。 

(ウ) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の申込手続等の要否 

  本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無

償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続は不要です。 

  また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におか

れては、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当

社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み手続は不要となります。なお、対抗措置

の発動として、又は停止としての本新株予約権の当社による取得に際し、株主の皆様に特段の手続は不要と

なります。 
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以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無

償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び

金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確

認ください。 

  

④取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

  上記②に記載した当社の基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を安定的

かつ持続的に向上させるために策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものであります。また、上記③に

記載した本プランは、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されたものであり、当社の基

本方針に沿うものであります。 

  本プランは、上記③Ⅲ．に記載のとおり合理性を有する仕組みを備えており、企業価値・株主共同の利益に資

するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は5億9千2百万円であります。 

(5) 研究開発活動
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当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,022,846 35,022,846
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 35,022,846 35,022,846 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成21年12月31日 ― 35,022 ― 8,145 ― 7,697

(5) 【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。 

平成21年９月30日現在 

 
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式 67株が含まれております。  

  

平成21年９月30日現在 

 
  

 
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式    
        3,977,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式    
       30,989,700

309,897 ―

単元未満株式
普通株式    
           55,746

― ―

発行済株式総数     35,022,846 ― ―

総株主の議決権 ― 309,897 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社タチエス
東京都昭島市 
松原町三丁目３番７号

3,977,400 ― 3,977,400 11.4

計 ― 3,977,400 ― 3,977,400 11.4

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月 10月

 
11月 12月

最高(円) 658 655 813 873 909 860 765 771 938

最低(円) 431 559 620 681 766 719 681 682 717

３ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人に

よる四半期レビューを受けております。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について

‐20‐



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,719 8,344

受取手形及び売掛金 ※3  31,855 18,782

有価証券 485 499

商品及び製品 1,430 1,478

仕掛品 327 331

原材料及び貯蔵品 3,502 4,089

その他 2,074 4,083

貸倒引当金 △6 △13

流動資産合計 52,389 37,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,862 10,518

機械装置及び運搬具（純額） 6,861 8,214

その他（純額） 6,945 7,254

有形固定資産合計 ※1  23,670 ※1  25,988

無形固定資産 1,026 1,145

投資その他の資産   

投資有価証券 11,858 10,124

その他 2,319 3,623

貸倒引当金 △66 △69

投資その他の資産合計 14,111 13,678

固定資産合計 38,808 40,811

資産合計 91,198 78,407
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  33,128 20,190

短期借入金 2,628 4,086

未払法人税等 184 267

その他 ※3  5,632 6,272

流動負債合計 41,574 30,817

固定負債   

長期借入金 483 687

退職給付引当金 1,715 1,559

役員退職慰労引当金 274 399

負ののれん 5 7

その他 3,213 3,583

固定負債合計 5,691 6,237

負債合計 47,266 37,055

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,145 8,145

資本剰余金 7,698 7,698

利益剰余金 30,062 28,018

自己株式 △3,573 △3,572

株主資本合計 42,333 40,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 974 △86

為替換算調整勘定 △2,796 △1,891

評価・換算差額等合計 △1,821 △1,977

少数株主持分 3,420 3,039

純資産合計 43,932 41,352

負債純資産合計 91,198 78,407
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 187,559 134,127

売上原価 176,779 123,604

売上総利益 10,780 10,523

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 2,057 1,532

その他 6,689 5,670

販売費及び一般管理費合計 8,746 7,203

営業利益 2,033 3,320

営業外収益   

受取利息 105 48

受取配当金 136 70

負ののれん償却額 2 2

持分法による投資利益 566 831

為替差益 － 324

雑収入 89 220

営業外収益合計 900 1,498

営業外費用   

支払利息 152 135

為替差損 565 －

雑支出 19 4

営業外費用合計 737 139

経常利益 2,197 4,679

特別利益   

固定資産売却益 6 142

貸倒引当金戻入額 14 10

特別利益合計 21 153

特別損失   

固定資産処分損 208 111

事業再編損 － 336

投資有価証券評価損 1,047 －

その他 61 0

特別損失合計 1,318 448

税金等調整前四半期純利益 900 4,384

法人税、住民税及び事業税 692 628

法人税等調整額 414 582

法人税等合計 1,107 1,210

少数株主利益 43 633

四半期純利益又は四半期純損失（△） △250 2,540
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 54,630 54,205

売上原価 52,165 49,346

売上総利益 2,465 4,859

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 652 525

その他 2,153 1,887

販売費及び一般管理費合計 2,806 2,412

営業利益又は営業損失（△） △340 2,446

営業外収益   

受取利息 31 19

受取配当金 41 16

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 － 784

為替差益 － 62

雑収入 22 27

営業外収益合計 95 911

営業外費用   

支払利息 42 43

持分法による投資損失 391 －

為替差損 659 －

雑支出 11 －

営業外費用合計 1,105 43

経常利益又は経常損失（△） △1,350 3,315

特別利益   

固定資産売却益 0 71

貸倒引当金戻入額 11 －

特別利益合計 12 71

特別損失   

固定資産処分損 92 74

投資有価証券評価損 405 －

その他 61 5

特別損失合計 559 79

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,897 3,307

法人税、住民税及び事業税 △187 233

法人税等調整額 160 522

法人税等合計 △26 755

少数株主利益又は少数株主損失（△） △109 386

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,760 2,165
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 900 4,384

減価償却費 3,868 2,691

負ののれん償却額 △2 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △11

受取利息及び受取配当金 △242 △119

支払利息 152 135

持分法による投資損益（△は益） △566 △831

固定資産処分損益（△は益） 202 △31

投資有価証券評価損益（△は益） 1,047 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,937 △12,900

たな卸資産の増減額（△は増加） 646 577

仕入債務の増減額（△は減少） △4,881 12,914

その他 △491 △662

小計 7,560 6,144

利息及び配当金の受取額 1,239 683

利息の支払額 △116 △108

法人税等の還付額 － 296

法人税等の支払額 △1,953 △676

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,730 6,339

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） △1 △1

有形固定資産の取得による支出 △3,125 △576

有形固定資産の売却による収入 7 168

投資有価証券の取得による支出 △203 △16

子会社出資金の取得による支出 △542 －

その他 34 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,830 △538

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 952 △1,329

長期借入金の返済による支出 △153 △139

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △3 △1

少数株主への配当金の支払額 △252 △364

配当金の支払額 △339 △340

その他 △85 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー 119 △2,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △699 △496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,319 2,876

現金及び現金同等物の期首残高 11,502 9,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  13,821 ※  12,817
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当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

【継続企業の前提に関する事項】

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

１  固定資産の減価償却

費の算定方法

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

２  法人税等並びに繰延

税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

  法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。  

  繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環

境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

３  連結会社相互間の債

権債務及び取引の相

殺消去

  連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の

額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債

権と債務を相殺消去しております。 

  また、連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある

場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により

相殺消去しております。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額 37,440百万円 ※１  有形固定資産の減価償却累計額 38,004百万円

 

 

 

２  保証債務

  関係会社等の金融機関等からの借入金等に対

して、次のとおり債務保証を行っております。

フジ オートテック  
U.S.A. LLC

229百万円
[ 2,490千US$]

広州富士機工汽車部件 
有限公司

46百万円
[ 3,425千RMB]

従業員 0百万円

計 276百万円

  関係会社のリース契約に対する債務保証は次

のとおりであります。

フジ オートテック
U.S.A. LLC

129百万円
[ 1,411千US$]

計 129百万円

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理してお

ります。

  なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の四半期連結会計

期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残

高に含まれております。

受取手形 30百万円

支払手形 104百万円

流動負債その他 7百万円

(設備関係支払手形)

 

 

２  保証債務

  関係会社等の金融機関等からの借入金等に対

して、次のとおり債務保証を行っております。

フジ オートテック 
U.S.A. LLC

312百万円
[ 3,183千US$]

タックル シーティング  
UK Limited

199百万円
[ 1,417千GBP]

広州富士機工汽車部件 
有限公司

71百万円
[ 4,955千RMB]

タチエスサービス㈱ 1百万円

従業員 1百万円

計 585百万円

  関係会社のリース契約に対する債務保証は次

のとおりであります。

フジ オートテック
U.S.A. LLC

170百万円
[ 1,736千US$]

計 170百万円

────────

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 9,225 百万円

有価証券 933 百万円

流動資産その他(短期貸付金) 3,798 百万円

      計 13,956 百万円

取得日から償還日までが 

３ヶ月を超える短期投資等
△134 百万円

現金及び現金同等物 13,821 百万円  

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 12,719 百万円

有価証券 485 百万円

      計 13,205 百万円

取得日から償還日までが 

３ヶ月を超える短期投資等
△387 百万円

現金及び現金同等物 12,817 百万円
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至 

 平成21年12月31日) 

  

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

(株主資本等関係)

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 35,022,846

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,978,811

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日  
定時株主総会

普通株式 155 5 平成21年３月31日平成21年６月29日 利益剰余金

平成21年10月30日  
取締役会

普通株式 186 6 平成21年９月30日平成21年12月１日 利益剰余金
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前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法  

自動車等の座席及び関連製品の製造・販売に関する事業と、これと全く性質を異にする不動産賃貸に関す

る事業とに区分しております。  

２ 各事業の主な製品等  

①自動車座席事業等・・・自動車座席・部品の製造・販売及び開発支援、その他製品の製造・販売他  

②不動産関連事業・・・・不動産賃貸事業 

３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価は、従来、主として総平均法による原価法または、個別法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）または個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

４ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。  

５ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律

第23号）に伴い、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の一部について耐用年数を変更しておりま

す。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法  

自動車等の座席及び関連製品の製造・販売に関する事業と、これと全く性質を異にする不動産賃貸に関す

る事業とに区分しております。  

２ 各事業の主な製品等  

①自動車座席事業等・・・自動車座席・部品の製造・販売及び開発支援、その他製品の製造・販売他  

②不動産関連事業・・・・不動産賃貸事業 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

自動車座
席事業等 
(百万円)

不動産
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

54,479 151 54,630 ― 54,630

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 54,479 151 54,630 ― 54,630

 営業利益又は営業損失(△) △197 84 △112 (228) △340

自動車座
席事業等 
(百万円)

不動産
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

54,054 151 54,205 ― 54,205

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 54,054 151 54,205 ― 54,205

 営業利益 2,545 90 2,635 (188) 2,446
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

自動車等の座席及び関連製品の製造・販売に関する事業と、これと全く性質を異にする不動産賃貸に関す

る事業とに区分しております。  

２ 各事業の主な製品等  

①自動車座席事業等・・・自動車座席・部品の製造・販売及び開発支援、その他製品の製造・販売他  

②不動産関連事業・・・・不動産賃貸事業 

３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価は、従来、主として総平均法による原価法または、個別法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）または個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

これにより、従来の方法によった場合と比べ、「自動車座席事業等」の営業利益は20百万円減少しており

ます。  

４ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、「自動車座席事業等」の営業利益は85百万円増加しており

ます。  

５ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律

第23号）に伴い、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の一部について耐用年数を変更しておりま

す。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、「自動車座席事業等」の営業利益は166百万円減少してお

ります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法  

自動車等の座席及び関連製品の製造・販売に関する事業と、これと全く性質を異にする不動産賃貸に関す

る事業とに区分しております。  

２ 各事業の主な製品等  

①自動車座席事業等・・・自動車座席・部品の製造・販売及び開発支援、その他製品の製造・販売他  

②不動産関連事業・・・・不動産賃貸事業 

  

自動車座
席事業等 
(百万円)

不動産
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

187,106 453 187,559 ― 187,559

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 187,106 453 187,559 ― 187,559

 営業利益 2,494 254 2,749 (716) 2,033

自動車座
席事業等 
(百万円)

不動産
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

133,673 453 134,127 ― 134,127

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 133,673 453 134,127 ― 134,127

 営業利益 3,612 270 3,882 (562) 3,320
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前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国別により区分しております。 

２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価は、従来、主として総平均法による原価法または、個別法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）または個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

３ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。  

４ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律

第23号）に伴い、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の一部について耐用年数を変更しておりま

す。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) 国別により区分しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

米国 
(百万円)

カナダ
(百万円)

メキシコ
(百万円)

フランス
(百万円)

中国
(百万円)

計 
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1)外部顧客に 
     対する売上高

29,958 11,856 2,514 7,095 159 3,046 54,630 ― 54,630

  (2)セグメント間 
     の内部売上高 
     又は振替高

1,093 134 △11 223 2 1,044 2,486 (2,486) ―

計 31,052 11,991 2,503 7,318 161 4,090 57,117 (2,486) 54,630

  営業利益又は 
  営業損失(△)

4 44 △427 70 △19 216 △111 (229) △340

日本 
(百万円)

米国 
(百万円)

カナダ
(百万円)

メキシコ
(百万円)

フランス
(百万円)

中国
(百万円)

計 
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1)外部顧客に 
     対する売上高

32,423 10,174 2,485 4,765 155 4,200 54,205 ― 54,205

  (2)セグメント間 
     の内部売上高 
     又は振替高

1,084 78 2 225 0 52 1,445 (1,445) ―

計 33,508 10,253 2,488 4,990 155 4,253 55,650 (1,445) 54,205

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,581 440 125 5 △16 490 2,627 (180) 2,446
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国別により区分しております。  

２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価は、従来、主として総平均法による原価法または、個別法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）または個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、「日本」の営業利益は20百万円減少しております。  

３ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、営業利益は「カナダ」にて59百万円減少し、「メキシコ」

にて145百万円増加しております。 

４ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律

第23号）に伴い、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の一部について耐用年数を変更しておりま

す。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、「日本」の営業利益は166百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) 国別により区分しております。 

  

日本 
(百万円)

米国 
(百万円)

カナダ
(百万円)

メキシコ
(百万円)

フランス
(百万円)

中国
(百万円)

計 
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1)外部顧客に 
     対する売上高

104,663 39,589 15,098 19,536 503 8,167 187,559 ― 187,559

  (2)セグメント間 
     の内部売上高 
     又は振替高

3,513 962 8 937 7 2,481 7,911 (7,911) ―

計 108,177 40,551 15,107 20,473 511 10,649 195,471 (7,911) 187,559

  営業利益又は 
  営業損失(△)

2,065 536 △777 101 △34 856 2,748 (714) 2,033

日本 
(百万円)

米国 
(百万円)

カナダ
(百万円)

メキシコ
(百万円)

フランス
(百万円)

中国
(百万円)

計 
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1)外部顧客に 
     対する売上高

76,054 27,888 7,232 13,006 479 9,466 134,127 ― 134,127

  (2)セグメント間 
     の内部売上高 
     又は振替高

2,502 211 3 672 0 699 4,090 (4,090) ―

計 78,557 28,099 7,235 13,678 480 10,166 138,217 (4,090) 134,127

  営業利益又は 
  営業損失(△)

2,142 1,042 △37 △20 △24 767 3,870 (549) 3,320
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前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国別に区分しております。 

２ その他に属する国の内訳は、中国・英国・タイ・マレーシア等であります。  

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国別に区分しております。 

２ その他に属する国の内訳は、中国・タイ・英国・マレーシア等であります。  

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国別に区分しております。 

２ その他に属する国の内訳は、中国・英国・タイ・マレーシア等であります。  

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国別に区分しております。 

２ その他に属する国の内訳は、中国・タイ・英国・マレーシア等であります。 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

【海外売上高】

米国 カナダ メキシコ その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 11,718 2,514 7,234 3,269 24,737

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― ― 54,630

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

21.5 4.6 13.2 6.0 45.3

米国 カナダ メキシコ その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 10,504 2,174 4,746 5,181 22,607

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― ― 54,205

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

19.4 4.0 8.8 9.5 41.7

米国 カナダ メキシコ その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 39,536 15,102 19,584 9,112 83,337

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― ― 187,559

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

21.1 8.0 10.4 4.9 44.4

米国 カナダ メキシコ その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 28,674 6,488 12,964 11,388 59,515

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― ― 134,127

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

21.4 4.8 9.7 8.5 44.4
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１  １株当たり純資産額 

 
  

２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 
(注) １ 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 ３ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の

基礎 

 
  

(有価証券関係)

  当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

    その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

①  株式 3,211 4,850 1,639

②  債券 250 247 △2

③  その他 148 149 1

計 3,609 5,248 1,638

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

1,304円98銭 1,234円10銭

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △8円 7銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

１株当たり四半期純利益 81円84銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△250 2,540

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(百万円)

△250 2,540

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 31,046 31,045

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり四半期純利益金額の算定に含
まれなかった潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場合の概要

―

信託型ライツプランの廃
止により、その一環とし
て発行した全ての新株予
約権を無償で取得し、消
却しております。
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(注) １ 前第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

３ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の

基礎 

 
  

平成21年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  

 
(注)平成21年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行って

おります。 

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △56円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

１株当たり四半期純利益 69円74銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△1,760 2,165

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(百万円)

△1,760 2,165

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 31,045 31,045

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり四半期純利益金額の算定に含
まれなかった潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―

２ 【その他】

① 配当金の総額 186百万円

② １株当たりの金額 6円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月１日
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成21年２月12日

株 式 会 社 タ チ エ ス 

取 締 役 会  御 中 

  
 

 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエ

スの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

  

追記情報 

会社は、「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載しているとおり、第１四半期連

結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告18号)を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ら た 監 査 法 人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  友 田 和 彦

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  加 藤 達 也

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

平成22年２月10日

株 式 会 社 タ チ エ ス 

取 締 役 会  御 中 

  
 

 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエ

スの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ら た 監 査 法 人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  加 藤 達 也

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  友 田 和 彦

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。




